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は　じ　め　に

事業承継といえば一般に節税対策（相続税や贈与税対策等）が本筋と思われがちですが、節税対策は
あくまでも事業承継のほんの一部にすぎません。本冊子では親族内承継（子供（孫）への承継）と、喫茶
飲食店経営の 80％以上を占める個人事業主を対象に解説しております。是非、この冊子をご活用いた
だきスムーズな事業承継をしていただければ幸いです。

2016 年 6月時点では日本の全企業数の約 99．7％が中小企業で、うち 84.9％が小規模事業者でし
た。５年後の 2021年６月時点では全企業数の約 99.7％が中小企業であることに変わりはないですが、
うち小規模事業者は 84.5％となりました。これは１年あたり 3.9 万者減少したことになります。

喫茶飲食店の経営環境を見てみますと、喫茶店市場では大手コーヒーチェーンの進出や安価なコンビ
ニのセルフコーヒーの販売など厳しい状況にあります。一方、飲食店市場も安価を売り物にしたチェー
ン店の進出がありほぼ同様ではないでしょうか。さらに、人口構成面や顧客層などから市場を見てみま
すと、少子高齢化や人手不足で小規模事業者にとってはなかなか厳しい経営状況にあります。しかし、
喫茶飲食店によっては現在の経営環境にマッチするようメニューを若者向けに改良するとか、四季折々
その時期にあったメニュー構成に工夫を凝らすなどして成長している喫茶飲食店も少なくありません。

ただ、このような厳しい経営環境の変化の中に置かれている喫茶飲食店業界において、後継者問題に
関して誰にも相談できず専門的知識がないなどの理由と苦手意識や親子が本音で子供と話せない事情な
どもあって触れないようにしているのが現状ではないでしょうか。このような状態では円滑な事業承継
を進めることはできません。

一般に事業承継には製造業などでは原材料の仕入先や製品の販売先や取引金融機関等を考えますと
10年かかると言われていますが、喫茶飲食店では食材の仕入れ先、調理・接客技術、広告宣伝・企画販
売、経理事務などで最低３年以上はかかります。
事業承継には先手着手が勝負のカギとな
りますから、早急に事業承継に着手しても
らいたいのです。（右図参照）

もし、この事業承継ができなければ喫茶
飲食店の場合は後継者不在による廃業へと
つながりますし、今まで毎日お越しいただ
いた常連顧客の“憩いの場”を失うことにも
なりかねません。このようなことを考えま
すと、喫茶飲食店経営の水面下に隠れてい
るであろう事業承継問題について、見直そ
うではありませんか。

後継者への移行にかかる期間

2 喫茶飲食店の経営ガイドブックⅥ
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１．事業承継とは
事業を承継するということは現経営者が長年培ってきたさまざまな財産（ヒト・モノ・カネ・経
営ノウハウ・調理技術・接客技術・人間関係など）をバトンタッチして、現在の暖簾（のれん）等を
後継者に引継ぎ、承継後の事業と暖簾を上手に継続させることにあります。

ヒ　　ト＝�後継者を誰にするかの決定
　　��　�　教育期間の準備と承継計画立案（最低 3～ 5年の期間が必要）
� 現経営者の経営理念の伝承（現経営者の創業時の心構えや想いなど）
モ　　ノ＝�事業承継にあたってお店をどうしたいのかを決定（現状維持・改装・改築等）
� 備品・設備機器等の見直し（調理器具・冷蔵庫・製氷機・テーブル・椅子等）
カ　　ネ＝�金融機関との事前調整（担当者の紹介や周知）
� 借入金があればその対応（個人保証への対応）
ノウハウ＝�調理技術・許認可など
　� 接客技術やお客さん情報など
　� 仕入先との人脈ほか　　　

２．事業承継の基本の3手法
事業承継の基本的な手法には下記の３手法があります。
　(1) 親族内承継
　(2) 従業員承継
　(3) M＆ Aによる承継
昔から日本の小規模事業者では親族内の事業承継が当たり前でした。しかし、最近では少子高齢
化や情報化という社会的な変化や子供の就職に対する意識の変化などがあり、長男が親の仕事を継
ぐという意識から個人として働く意義や将来を見つめて自分の進路を決めるという考え方に変わっ
てきています。

従業員承継の場合は事業主が持っている事業用資産をすべて従業員が原則買い取ることになりま
すので、多額の費用を従業員が調達しなければ成立しない手法でもあります。
また、第三者の他企業に売却するM＆Aについても、売手と買手の関係でなかなか売買金額が
折り合わないのが現実で、大変な時間と労力がかかるのが実態です。

喫茶飲食店経営の 80％以上を個人事業主が占めるという独特の事業スタイルからすると、売上
規模や従業員数にもよりますが事業承継は親族内承継が最善策です。もちろん、従業員承継やM＆
Aという選択肢もありますが現実的にはなかなか厳しいと思われます。
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　（１）親族内承継
親族内承継とは配偶者や子供・孫など、経営者の親
族を後継者とする事業承継方法で、親族内承継は後継
者選定が親族の中から簡単に行えることと血縁関係で
あるため安心感もあり、個人事業主の喫茶飲食店経営
にとっては一番スムーズな承継方法と言えるのではな
いでしょうか。

① 親族内承継の進め方のポイント
ポイント 1 　事業承継候補者を早めに決定し、常に承継を意識して経営に邁進
後継者にしようとしていた子供が学校卒業後にサラリーマンになりキャリアを積んで部長や
課長というポジションに就いている場合や、結婚して配偶者や子供がいる場合などでも、経営
者は「喫茶飲食店を継いで欲しい」という意向を早めに本人に伝えるとともに、商いのおもし
ろさや経営者としての喜びなどを常日頃から伝えておかなければ、なかなか親族内承継は難し
いものです。さらに、経営者は事業承継のことを常に意識して喫茶飲食店経営に邁進すべきで
す。

＊MBO＝「Management Buy-Out」の頭文字で「経営陣による買収」。企業の経営陣が株式や一部の事業部門を買収して経営権を
取得すること。

＊EBO＝「Employee Buy-out」の頭文字で「従業員による買収」。従業員が株式や一部の事業部門の買い取りを行うこと。
＊M＆A＝「Mergers and Acquisitions」の頭文字で「合併と買収」。２つ以上の企業が１つになったり「合併」、ある企業が他の企業

を買取り「買収」を行うこと。
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ポイント 2 　経営は社会貢献や地域活性化の一助という役割と責任感の醸成
親族内承継ではある意味、多額の投資や失敗のリスクが少ない創業と考えれば承継者にとっ
て最高のビジネスチャンスであります。加えて、商売は生活のためだけでなく地域に対する社
会貢献や商売を通して地域活性化の一助としての役割もあることを現経営者は伝えなければな
りません。そういう意識が承継者に醸成されれば親族内承継は上手に進むことになります。
そうすることで、後継者も責任感が育ってモチベーションが高まり経営者になる勇気とやる
気が備わってきます。

ポイント 3 　経営が厳しい時こそ、後継者と二人三脚で経営の実践教育で成長
親族内事業承継では後継者本人からたびたび不満が出
る時があります。当初は前向きに考えていた後継者も実際
に経営権を握り実践したら、思ったように売上が上がらず
モチベーションが下がる時です。そのような時こそ前経営
者が経験した過去の苦労話や困難を乗り越えた時の喜び
などをしっかり後継者に伝えるとともに、商いの厳しさを
伝え・体験させることが最高の実践教育となりいい人生
経験になります。いい経験は成長の糧と言えます。

ポイント 4 　金融機関との付き合い方を後継者と共有
喫茶飲食店が金融機関と付き合う主な目的は融資です。経営は承継創業期や成長期、成熟期
など経営の各ステージに応じて資金調達が急に必要となることがあります。資金調達には色々
な手法がありますが、一般的な金融機関としては近隣の信用金庫や公的機関の日本政策金融公
庫などが最も有効です。また、現在取引している金融機関の特徴や付き合い方等も共有してお
くと資金調達時に役立ちます。

つまり、日頃から金融機関と信頼関係をしっかり築くことで、後継者も緊急事態が起こって
資金繰りが悪化した際にも、スムーズに融資が受け易くなります。

ポイント 5 　廃業を考える前に「事業承継マッチング支援」の活用を考える
もし、どうしても後継者がいない場合、廃業を考える前に最近では公的な日本政策金融公庫
が窓口の「事業承継マッチング支援」が脚光を浴びています。

この支援サービスは、後継者がいないことなどを理由に「事業を譲り渡したいと考える人（現
経営者）」と、創業や新分野進出等を目的に「事業を譲り受けたい人（新創業希望者）」をつなぐ、
無料の「事業承継マッチング支援」サービスです。

詳細は後述� P15参照 　資料をご覧ください。

　　★「廃業」は最終手段と考えるべきです。
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③ 親族2人が二人三脚で成長させる8つの鍵

ア 事業承継後の喫茶飲食店をどうしたいか
喫茶飲食店には色々な営業形態がありますが、各店に
はそれぞれ立地・客層（ターゲット）メニュー・味・接
客方法など他店にはない当店独特のカラーがあるから
今まで営業してこられたのです。今後は事業承継後自店をどうすればお客さんに来ていただけ
るかを真剣に考えることから始めるべきです。その時、喫茶飲食店は「癒しの場所の提供」とい
う使命を忘れてはなりません。

イ 各個店独自のサービスの提供
喫茶飲食店が提供するサービスの中で最も重要なポイントは「癒しの場所の提供」です。消
費者がただ単に食べたり飲んだりするだけならスーパーやコンビニエンスストアの買い物で
充分ではないでしょうか。しかし、喫茶飲食店は来店客に付加価値を提供するから来店いただ
いています。個人の喫茶飲食店が成長するためには各個店独自の個性や特徴（パフォーマンス）
を追求し提供することが必要。
つまり、価格で勝負するのか味で付加価値を提供するのか、雰囲気や接客で特徴を出すのか
などはっきりさせること必要です。それが経営のコンセプトでありお店の個性で特徴となりま
す。今一度この機会に考え、追及することが成長につながります。

ウ 現状の見直しと経営革新のための情報アンテナを持つ
現経営者は今の店舗で長年経営してきておりますが、店舗の立地や内装、味、品ぞろえや価
格など定期的に見直しているでしょうか。事業承継を機会に今一度現状を見直すこと（商いと
して時代に合っているかなどの考察）はどうでしょう。また、自店の常連客はドンドン高齢化
します。これは当たり前ですが、商いは常に経営環境の変化と共に経営革新しようとする情報
アンテナを持つことと、そのパワーと知恵が不可欠です。
喫茶飲食店は日本標準産業分類では小売業ですが実際はサービス業です。変化するトレンド

（流行）に対応する柔軟性を持つことが経営者と後継者に今求められています。

★経営革新＝企業を取り囲む環境変化などに対応して経営のスタイルを変えていくこと

エ 新メニュー開発にチャレンジ！
新しいメニューの開発は大変であることは分かりますが、顧客に再来店をもたらしお店の雰
囲気を飽きさせないため新メニュー開発は不可欠な課題です。
つまり、当業界だけにとらわれない柔軟な発想の顧客志向をベースにしたメニュー開発が求
められます。ただ、新メニュー開発は時間と経費と労力がかかるのと、現状変化には大きな勇
気がいるのは事実です。しかし、メニューも一気に刷新するのではなく季節メニューとか期間
メニューで反応を見て徐々に拡大するのも一つの方法です。
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オ 色々な業種・業界と交流し顧客を飽きさせない「イベント開催」で活性化　
喫茶飲食店の顧客を飽きさせないための「イベント開催」はきっと顧客も楽しみにすること
間違いありません。ただ、イベント開催には情報収集が欠かせられませんので、地域のお祭り
に便乗することもひとつですが、暦の祝日や〇〇記念日などを取り入れるとか色々とアイデア
次第でお店は活性化します。さらに、地域の商工会・商工会議所の青年部や異業種交流会に参
加することも大きなきっかけになります。色々な業種・業界との交流から新しいイベントのヒ
ントを見つけてお店を活性化すべきです。

カ 新しい広告宣伝手法の活用（HP・SNS・LINE・フェイスブック・インスタグラムなど） 
事業承継をきっかけに各喫茶飲食店のカラーや特徴を周りの顧客に素早く認知してもらうこ
とが重要です。そのためには今ではスマートホンやインターネットの情報提供（広告宣伝）は
不可欠となってきました。子供から高齢者までスマホ全盛時代です。何はともあれホームペー
ジを立ち上げることから始めて、LINE の活用も必須でしょう。ホームページの立ち上げには後
述の「小規模事業者持続化補助金」� P12参照 �が有効な補助金ですのでご活用ください。
ただ、実践で一番有効な PR 方法は「マスコミ」より「クチコミ」が一番であることはご存じ
かと思います。「口コミ＝信用」ですので、信用が積み重なり信頼が生まれます。信用の獲得に
は時間がかかりますが、失うのは一瞬です。注意が必要です。

キ 事業承継をきっかけに顧客の若返りも含め再考　　　 
現在の固定客が徐々に高齢化している場合は現経営者も同様に高齢化していることも考え
られます。そのような時に若い経営者に事業をバトンタッチすれば、新経営者との年齢的な
ギャップで今後の経営という意味で大きな課題を残すことになりかねません。　　
このような時は、店名をおしゃれな名前にするとか内装を現代風に変身させることなどが必
要となる場合があります。一般に親族内承継では 20～ 30歳位若くなりますので改めて顧客
ターゲットを設定し、顧客の新規開拓に努力することが必須となります。

店名を変えることは新経営者に変わったことをアピール出来るとともに、提供する商品も一
新する工夫が求められます。つまり、新経営者の年齢の若返りと共に現顧客層のリフレッシュ
化を図るわけです。これには時間がかかりますが長期的にみて安定した新規固定客を確保する
ことができますし、この新集客戦略は新経営者の腕の見せ所とも言えます。こうすることで、
顧客のニーズと経営者の事業コンセプトが一致しますので成長すること間違いありません。

ク 健康志向・SDGｓ等をテーマに取り組むお店づくりへ挑戦
現在の社会的な流れとして経営の基本姿勢は健康志向やＳＤＧｓ等と切り離せなくなりまし
た。つまり、社会的な流れに沿った柔軟な発想の店舗開発が急がれています。事業承継を機会
に健康志向・SDGｓ等を前面に打ち出したお店づくりや食品ロス削減のアピールなどで、更
なる社会貢献と集客力を高めるのはどうでしょう。店舗づくりのコンセプトは常に顧客志向で
なければ成長はありません。挑戦してみてください。
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　（２）従業員承継
従業員承継とは現在の従業員の中から後継者を選ぶ事業承継の手法のことです。個人事業主の従
業員承継のメリットは、これまで喫茶飲食業に携わり経営の一部始終を知り尽くしている人（店長
等）が後継者になるため、来店客にとってもスムーズに受け入れられることは間違いありません。
さらに、店長の日頃の態度や性格からこの人物なら当店の暖簾（のれん）を任せられるかどうか
の判断も現経営者には明確となります。また、経営者として適任であるという気持ちの余裕と安心
感も生まれてきます。

ただ、譲渡には一般的に売却も含まれますが無償譲渡の場合もありますのでケースバイケースで
す。結局、従業員のお店への貢献度や勤務年数等で譲渡方法が決定されることが多いです。一方、法
人の場合は基本的に株式の売却で全てが落ち着くものと思われます。
しかし、従業員承継には難しい面もあります。それは後継者が親族でないことです。結局、最終的
に店舗や事業用備品等を売却にするか賃貸にするかの判断に迫られることになる上に、その従業員
に譲渡資金があるかどうかの問題も発生します。最近では金融機関も事業承継資金の貸付にも力を
入れていますのでそれを活用する方法もあります。例えば、日本政策金融公庫の「事業承継・集約・
活性化支援資金」があります。

結局、この対策の一つとしては早いうちに従業員に承継の意思があるかの意向確認をすることが
求められます。何ごとも早めに対応することで道は拓けるでしょう。
�

　（３）M&Aによる承継  （Mergers（合併）＆ Acquisitions（買収））
昔は親族内承継や従業員承継が出来ない場合は廃業してしまうケースが少なくありませんでした
が、M&Aの場合は買い手が売り手に特別な魅力を感じて会社を買収しますので、M&A取引が成立
すれば買収された会社は原則そのまま会社が残る上に、事業も継続し従業員の雇用もそのまま守ら
れて安心です。

最近では事業拡大目的の買い手と事業承継を手早く進めたい売り手の考えが合致したときに成立
することが多くなりました。基本的に売り手の株式の譲渡取引（原則 51％以上の譲渡ですがほとん
ど 100％譲渡）で成立します。
　
つまり、これは売り手も買い手も事業としてはお互いがウインウインの
関係を株式の売買で行うことにあります。この場合、新たな経営者は第三
者であり異業種からの進出も少なくありません。売り手側に如何に特別
な魅力があるかどうかがポイントとなります。
ただし、結果的にM&Aでは株式の売買金額でスムー
ズに進まないことも多く、時間と労力がかかりますので
それなりの心構えがいるでしょう。
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３．事業承継者等が活用できる補助金と助成金等

　（１）事業承継・引継ぎ補助金
　事業承継・引継ぎ補助金は中小企業者及び個人事業主が事業承継、事業再編及び事業統合を契機
として新たな取組を行う事業等について、その経費の一部を補助することにより事業承継・事業再
編及び事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とする補助金です。
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「M&A類型」の 3類型、専門家活用には、「買い手支援類型（Ⅰ型）」と「売り手支援類型（Ⅱ型）」の
2類型に分類されます。詳細はコールセンターへ。電話 050-3000-3550
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　（２）従業員承継
従業員承継とは現在の従業員の中から後継者を選ぶ事業承継の手法のことです。個人事業主の従
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�

　（３）M&Aによる承継  （Mergers（合併）＆ Acquisitions（買収））
昔は親族内承継や従業員承継が出来ない場合は廃業してしまうケースが少なくありませんでした

が、M&Aの場合は買い手が売り手に特別な魅力を感じて会社を買収しますので、M&A取引が成立
すれば買収された会社は原則そのまま会社が残る上に、事業も継続し従業員の雇用もそのまま守ら
れて安心です。

最近では事業拡大目的の買い手と事業承継を手早く進めたい売り手の考えが合致したときに成立
することが多くなりました。基本的に売り手の株式の譲渡取引（原則 51％以上の譲渡ですがほとん
ど 100％譲渡）で成立します。
　
つまり、これは売り手も買い手も事業としてはお互いがウインウインの

関係を株式の売買で行うことにあります。この場合、新たな経営者は第三
者であり異業種からの進出も少なくありません。売り手側に如何に特別
な魅力があるかどうかがポイントとなります。
ただし、結果的にM&Aでは株式の売買金額でスムー

ズに進まないことも多く、時間と労力がかかりますので
それなりの心構えがいるでしょう。
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　（２）小規模事業者持続化補助金（持続化補助金）＜窓口は商工会・商工会議所＞
　経営の持続化に向けた「販路開拓への取り組み費用」＜広告宣伝費（折り込チラシ費用や看板製
作費やHP・Web広告費など）や店舗改装費といった費用＞を支援する制度。補助金額の上限は50
万円から200万円、補助率は2/3と高いため新たな事業へチャレンジする時の自己負担額を大き
く削減できます。「自費では難しい広告を、費用を抑えて展開したい」「集客のための店舗改装や設
備導入を行いたい」という場合に活用する補助金です。
採択率は４0～６0％前後で開催時期により少しばらつきはあります。年 4回実施。

　（3）ものづくり・商業・サービス業補助金（窓口＝商工会・商工会議所）
　中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けた「新製品・サービスの開発」や「生産プロセス等
の省力化」に必要な設備投資等を支援する制度。補助対象経費は11種類、利用される経費は「機械
装置・システム構築費」や「冷凍庫・真空パック機・洗浄機など」で、利用される業種としては製造業、
商業（喫茶・飲食サービス業）まで幅広く利用されています。
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　（４）経営革新計画と経営革新支援事業費補助金
　経営革新計画とは新事業活動経営の相当程度の向上事業者が「自社にとって初めての取組（新事
業活動※１）」を行うことにより、�「経営の相当程度の向上※２」を図るために策定する経営計画の
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は販売方式の導入�④役務（サービス）の新たな提供方式の導入　⑤技術に関する研究開
発及びその成果の利用　⑥その他の新たな事業活動の6項目のいずれか。
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下記の２つの指標（①と②）を計画終了時に相当程度向上することが必要。
①「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率
②「給与支給総額」の伸び率
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県の窓口に問い合せが必要です。
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県に問い合わせてください。
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対象となる IT ツールは事前に補助金HP登録されたソフト等に限定されます。また、相談対応等
のサポート費用やクラウドサービス利用料等も補助対象に含まれます。
補助金申請者（中小企業・小規模事業者等）は、IT 導入補助金事務局に登録された「IT 導入支援
事業者」（IT ベンダー・サービス事業者）が申請代理事業者で申請します。

右記の他にインボイス
枠（インボイス対応類型・
電子取引類型）、セキュリ
ティ対策推進枠、複数社
連携 IT 導入枠などがあ
ります。　

 
 

＜通常枠＞
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　（６）キャリアアップ助成金
　有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者（＝有期雇用
労働者等）の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した「事
業主」に対して助成するものです。一般にパートを正社員にする場合に利用します。

＜一口メモ＞

助成金＜厚生労働省管轄＞と補助金＜経済産業省管轄＞の違い

助成金と補助金の最も大きな違いは「助成金」がある一定の条件を満たせばほぼ必ずもらえる
返済不要資金であるのに対して、「補助金」はある施策を実行する際に施策目的に合っている申請
書に限って採択される返済不要資金です。　

基本的にどちらも審査はありますが借入金のように返済する必要がどちら
もありません。「助成金」の審査が形式的な要件（労働条件関係要件）を満たし
ているか否かの審査であるのに対し、「補助金」の審査は基本的に申請書の中身
（売上・利益向上要件）の審査になります。　
つまり、「補助金」は採択・不採択があり補助金によって採択率が大きく異な
ります。もらえる金額は補助金の方が大きいのが一般的です。

正社員化
支援

正社員化コース  有期雇用労働者等を正社員化（40万円× 2期＝ 80万円）

障害者正社員化コース  障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換 

処遇改善
支援

賃金規定等改定コース  有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し３％以上増額 

賃金規定等
共通化コース 

有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規
定・適用

賞与・退職金制度�
導入コース 

有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金制度を導入し支給�
または積立てを実施

社会保険適用時�
処遇改善コース�
（令和８年３月 31日まで）

有期雇用労働者等を新たに社会保険に適用させるとともに、 収入を増
加させる（手当支給・賃上げ・労働時間延長）�
または、週所定労働時間を延長し、社会保険に適用させる
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１．事業承継円滑化法（事業承継税の軽減・民法の特例・金融支援）　

　経営承継円滑化法＝中小企業経営者の個人資産には自己株式の割合が大きいための対策。
①�後継者が事業を引継ぐ時の事業用資産に対する税（贈与税や相続税）負担の軽減対策＜事業承
継税の軽減＞、②先代から受ける相続や資産の減少対策＜民法の特例＞。③承継時に必要な資
金調達困難、承継後の資金的な経営不安定対策＜金融支援＞の 3つをいいます。

２．事業承継マッチング支援（日本政策金融公庫）⇒詳細は P21参照  

 

 

＜参考資料＞
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３．事業承継計画書

　　●5か年版事業承継計画（白紙様式）
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　　●5か年版事業承継計画（記入例）
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３．事業承継計画書

　　●5か年版事業承継計画（白紙様式）
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①事業承継・引継ぎ
　支援センター一覧

②よろず支援拠点

③全国の商工会議所 ④日本商工会議所

⑥全国の商工会⑤全国商工会連合会

⑦喫茶店のM&A登録URL
https://batonz.jp/sell_cases/bk_700/bk_728/

＊参考文献 ：中小企業白書2023年版
 ：事業承継ガイドライン
 ：各種助成金・補助金要領
 ：ほか、中小企業庁、厚生労働省出版物

執　　　筆 ：日本ビジネスコンサルタント　中小企業診断士　梶野照夫

4. 事業承継サポート機関
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「事業を譲り渡したい」、「事業を譲り受けたい」とお考えの皆さまへ

事業承継マッチング支援のご案内

機能訓練に特化した1日型デイサービス
ベッド上で痛み緩和マッサージや日常生活動作訓練に加えて入浴時の機能訓練も実施
職員のサポートのもと平行棒を使った運動や専用マシーンを自由に使える環境あり
現在の利用者は30名以上

介護士のほか看護師も在籍。在宅での生活を自立して送るための必要な指導とアドバイスを提供
リハビリメニューは、バランス訓練や筋力増強運動、機械を使用したリハビリ等、多くのメニューを扱う
季節ごとに各種イベントを実施し、利用者からも好評
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事業承継マッチング支援とは？

事業承継マッチング支援の5つの特徴

01

小規模事業者の方のご利用が中心
日本公庫（国民生活事業）の融資先の約９割は、従業者数９人以下の小規模事業者の方です。本
サービスにおいても、小規模事業者の方のご利用が中心になります。

❶譲り受けに関するニーズ❶譲り渡しに関するニーズ

❷譲り受けたい
　お客さまのご紹介

❷譲り渡したい
　お客さまのご紹介

ニーズが合致する両者を引き合わせ（マッチング）❸

事業を拡大したい
中小企業・小規模事業者の方等

事業承継マッチング支援のイメージ図

オープンネーム（実名）による後継者探しも実施
「事業承継マッチング支援」ページ（日本公庫ホームぺージ）には、譲渡希望の方に関するノン
ネーム情報（注）に加え、オープンネーム情報（実名）も掲載しています。

（注）個社・個人が特定されない範囲の匿名情報を指します。

3

専門担当者によるサポート
日本公庫の専門担当者が、お客さまのご希望を踏まえ、お相手（マッチングの候補）をお探ししま
す。お客さまとお相手との希望条件が合致すると考えられる場合、お相手をご紹介します。

4
無料のサービス
譲渡希望・譲受希望いずれの方も、本サービスを無料（注）でご利用いただけます。

（注）本サービスとは別に、弁護士等の専門家の支援を受けられる場合は、当該支援について、お客さまに費用負担が生じる可能性が
　　あります。

5

事業を受け継いで創業（継ぐスタ）される方も対象
近年、「事業を受け継いでスタートする創業形態」 （略称：継ぐスタ）への関心が高まってきていま
す。譲受希望の場合は、事業を営んでいる方（法人企業および個人企業のいずれも対象です。）に
加えて、「継ぐスタ」をお考えの方も、本サービスをご利用いただけます。

2

1

後継者がいないことなどを理由に　　　　　　　　　   とお考えの方と、創業や事業拡大等
に向けて 　　　　　　　　　   とお考えの方をつなぐ、マッチングサービスです。事業を譲り受けたい

事業を譲り渡したい

日本公庫

創業をお考えの方後継者が不在の
中小企業・小規模事業者の方等
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設備や在庫の処分、
店舗の原状回復等にお金が
かかるケースも多い・・・

創業をお考えの方 事業を営んでいる方

従業員が職を
失うことに・・・

取引先に
迷惑をかけるかも・・・

廃業する場合

ご利用される方の例

事業を譲り渡す場合

※中小企業白書2019によると、約4割の方が廃業に
　あたり100万円以上の費用がかかっています。

メリット

1

メリット

2

メリット

2

メリット

1

メリット

3

譲渡収入の確保

従業員の雇用維持

経営資源の承継

創業時や事業拡大時等のコスト軽減

取引先の引継ぎ

多くのケースで事業の譲渡
の対価を得られています！

従業員の雇用維持を
条件とすることもできます！

販売先（顧客）や仕入先、地域におけるブランドや培ってきた技術・
ノウハウ等の経営資源を受け継ぐことができるため、創業後の経営
や事業拡大等を円滑に進められる可能性があります。

既存の店舗や機械設備等を受け継ぐ場合、新たに設備投資を行う
よりも、コストを抑えられる可能性があります。

取引先を引き継ぐ
こともできます！

、           を考えてみませんか？
事業の譲渡・譲受により、さまざまなメリットを得られる可能性があります。

譲渡側のメリット

第三者承継のメリット

02

譲受側のメリット

創業の夢を
叶えたい。でも、

ゼロから始めることは
不安・・・

今の事業とは
異なる分野に
進出したいが、
ノウハウがない・・・

事業を
拡大したいがコストは

抑えたい・・・

事業を第三者に譲り渡すこと 事業を第三者から譲り受けること

ブランド

技術
ブランド

技術
ブランド

技術
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事業承継マッチング支援とは？

事業承継マッチング支援の5つの特徴
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小規模事業者の方のご利用が中心
日本公庫（国民生活事業）の融資先の約９割は、従業者数９人以下の小規模事業者の方です。本
サービスにおいても、小規模事業者の方のご利用が中心になります。

❶譲り受けに関するニーズ❶譲り渡しに関するニーズ

❷譲り受けたい
　お客さまのご紹介

❷譲り渡したい
　お客さまのご紹介

ニーズが合致する両者を引き合わせ（マッチング）❸

事業を拡大したい
中小企業・小規模事業者の方等

事業承継マッチング支援のイメージ図

オープンネーム（実名）による後継者探しも実施
「事業承継マッチング支援」ページ（日本公庫ホームぺージ）には、譲渡希望の方に関するノン
ネーム情報（注）に加え、オープンネーム情報（実名）も掲載しています。

（注）個社・個人が特定されない範囲の匿名情報を指します。

3

専門担当者によるサポート
日本公庫の専門担当者が、お客さまのご希望を踏まえ、お相手（マッチングの候補）をお探ししま
す。お客さまとお相手との希望条件が合致すると考えられる場合、お相手をご紹介します。

4
無料のサービス
譲渡希望・譲受希望いずれの方も、本サービスを無料（注）でご利用いただけます。

（注）本サービスとは別に、弁護士等の専門家の支援を受けられる場合は、当該支援について、お客さまに費用負担が生じる可能性が
　　あります。

5

事業を受け継いで創業（継ぐスタ）される方も対象
近年、「事業を受け継いでスタートする創業形態」 （略称：継ぐスタ）への関心が高まってきていま
す。譲受希望の場合は、事業を営んでいる方（法人企業および個人企業のいずれも対象です。）に
加えて、「継ぐスタ」をお考えの方も、本サービスをご利用いただけます。

2

1

後継者がいないことなどを理由に　　　　　　　　　   とお考えの方と、創業や事業拡大等
に向けて 　　　　　　　　　   とお考えの方をつなぐ、マッチングサービスです。事業を譲り受けたい

事業を譲り渡したい

日本公庫

創業をお考えの方後継者が不在の
中小企業・小規模事業者の方等
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03

事業承継マッチング支援のご利用の流れ

お相手探し
●ご登録後、日本公庫は、マッチングに関するお客さまのご希望を踏まえてお相手（マッチングの候補）を

探します。
●譲渡希望の方は、「事業承継マッチング支援」ページ内に情報を掲載して、お相手を募集することができ

ます。
●譲受希望の方は、掲載されている譲渡希望の方の中から、ご自身でお相手を探すことができます。
●お相手が見つかった場合、日本公庫がお相手に交渉を希望されるかを確認します。

●本サービスの内容やお手続きについては、お電話等により、最寄りの支店まで、お気軽にご相談ください。
●本サービスをご利用いただく場合は、インターネットまたは郵送での申込手続きが必要になります。
詳しくは、「お申込のご案内」のページをご覧ください。

ご相談・お申込

●お客さまとお相手がともに交渉を希望される場合は、譲受希望の方から譲渡希望の方に秘密保持契約
書（注1）を差し入れていただきます。その後、日本公庫が譲渡希望の方の詳しい情報（注2）を提供します。

●日本公庫が提供した情報をご確認いただいた後、お相手との面談を希望されるかをご検討いただき
ます。

●お客さまとお相手がともに面談を希望される場合は、日本公庫が、お客さまとお相手の面談場所・日時等
の調整を行います。

（注１）一般に公開されていない情報を入手した者が、入手した情報を無断で第三者に伝えたり、定められた目的以外で利用したりする
　　 こと等を禁止する契約書です。

（注２）譲渡希望の方の決算書や企業情報を、譲受希望の方に提供することが一般的です。

お相手との面談に向けた検討

●事業の譲渡・譲受に向けた交渉等（譲渡希望の方の事業内容・財務内容等の精査、条件交渉等）につい
ては、当事者（お客さまとお相手）間で行っていただきます。

●交渉等に関して、専門家の支援をご希望の場合は、日本公庫が「事業承継・引継ぎ支援センター」等を通
じて、ご紹介することが可能です。

お相手との面談・交渉

●お客さまとお相手が、事業の譲渡・譲受について合意された場合、譲渡契約を締結することが一般的
です。

●譲渡契約のお手続きについては、当事者間で行っていただきますが、専門家の支援をご希望の場合は、日
本公庫が「事業承継・引継ぎ支援センター」等を通じて、ご紹介することが可能です。

譲渡契約の締結
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（注１）原則として、日本公庫に事業資金のお借入残高がある方（お借入のご完済日から起算して８年以内に、本サービスの申込登録をされる方を含みます。）を
対象としていますが、お借入残高がない方であっても、商工会議所・商工会、生活衛生同業組合、税理士等の中小企業・小規模事業者支援に取り組まれて
いる団体または専門家からのご紹介により、本サービスをご利用いただけます。

（注２）廃業済みの場合はご利用いただけません。また、業種や経営内容等によってはご利用いただけない場合がございます。

ご利用いただける方

事業を営んでいる方 中小企業・小規模事業者の方（注１）（注２）

事業を営んでいない方 事業を受け継いで創業（継ぐスタ）することを希望されている方

04

お申込のご案内

（注1）中小企業・小規模事業者支援に取り組まれている団体または専門家からのご紹介により、本サービスのご利用を希望される方は、当該団体または当該
　　専門家の紹介状（支援申込書と同じく、「事業承継マッチング支援」ページから様式をダウンロードいただけます。）が必要になります。

（注2）運転免許証は両面、パスポートは顔写真のページおよび現住所等の記載があるページの写しが必要になります。

ご利用条件ポイント  1

添付書類（注１）ポイント  3

事業を営んで
いる方

□ （個人営業の方）最近１期分の申告決算書の写し
□ （法人営業の方）最近１期分の確定申告書・決算書の写し（勘定科目明細書を含みます。）
□ 運転免許証またはパスポートの写し（注2）

□ 企業案内、商品・製品パンフレット（発行されている場合）

事業を営んで
いない方

□ 継ぐスタ計画書（支援申込書と一体になっています。オンラインでのお申込の場合は、インター    
     ネット申込フォームの必要事項に含まれていますので、添付不要です。）

□ 運転免許証またはパスポートの写し（注2）

●郵送先をお間違いのないよう、ご注意ください。
●上記の郵送先は、本サービスのお申込専用です。融資や他のサービスの受付は行っておりません。
●ご提出いただいた支援申込書および添付書類はお返しできませんので、あらかじめご了承ください。

ご注意
ください

申込方法ポイント  2

オンライン

「事業承継マッチング支援」ページ（日本公庫ホームページ）内のインターネット申
込フォームから必要事項をご入力のうえ、添付書類（ポイント３）の電子ファイルを
アップロードしてご送信ください。

郵　　送

支援申込書に必要事項をご記入のうえ、添付書類（ポイント３）とともに、下記の郵
送先にご郵送ください（注）。支援申込書は、「事業承継マッチング支援」ページから
ダウンロードいただけるほか、日本公庫の支店窓口でもお受け取りいただけます。

日本公庫　事業承継マッチング 検 索

「事業承継マッチング支援」ページ こちらの
二次元コードからも
ご覧いただけます。

（注）郵送によりお申込みいただく場合は、配達状況を追跡可能な簡易書留やレターパックのご利用をお勧
めします。

郵送先
〒100-0004　東京都千代田区大手町１-９-４　大手町フィナンシャルシティ ノースタワー
日本政策金融公庫　国民生活事業本部　事業承継支援室　事業承継マッチング支援担当

オンラインまたは郵送により、お申込みください。
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03

事業承継マッチング支援のご利用の流れ

お相手探し
●ご登録後、日本公庫は、マッチングに関するお客さまのご希望を踏まえてお相手（マッチングの候補）を

探します。
●譲渡希望の方は、「事業承継マッチング支援」ページ内に情報を掲載して、お相手を募集することができ

ます。
●譲受希望の方は、掲載されている譲渡希望の方の中から、ご自身でお相手を探すことができます。
●お相手が見つかった場合、日本公庫がお相手に交渉を希望されるかを確認します。

●本サービスの内容やお手続きについては、お電話等により、最寄りの支店まで、お気軽にご相談ください。
●本サービスをご利用いただく場合は、インターネットまたは郵送での申込手続きが必要になります。
詳しくは、「お申込のご案内」のページをご覧ください。

ご相談・お申込

●お客さまとお相手がともに交渉を希望される場合は、譲受希望の方から譲渡希望の方に秘密保持契約
書（注1）を差し入れていただきます。その後、日本公庫が譲渡希望の方の詳しい情報（注2）を提供します。

●日本公庫が提供した情報をご確認いただいた後、お相手との面談を希望されるかをご検討いただき
ます。

●お客さまとお相手がともに面談を希望される場合は、日本公庫が、お客さまとお相手の面談場所・日時等
の調整を行います。

（注１）一般に公開されていない情報を入手した者が、入手した情報を無断で第三者に伝えたり、定められた目的以外で利用したりする
　　 こと等を禁止する契約書です。

（注２）譲渡希望の方の決算書や企業情報を、譲受希望の方に提供することが一般的です。

お相手との面談に向けた検討

●事業の譲渡・譲受に向けた交渉等（譲渡希望の方の事業内容・財務内容等の精査、条件交渉等）につい
ては、当事者（お客さまとお相手）間で行っていただきます。

●交渉等に関して、専門家の支援をご希望の場合は、日本公庫が「事業承継・引継ぎ支援センター」等を通
じて、ご紹介することが可能です。

お相手との面談・交渉

●お客さまとお相手が、事業の譲渡・譲受について合意された場合、譲渡契約を締結することが一般的
です。

●譲渡契約のお手続きについては、当事者間で行っていただきますが、専門家の支援をご希望の場合は、日
本公庫が「事業承継・引継ぎ支援センター」等を通じて、ご紹介することが可能です。

譲渡契約の締結
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05
※事例１～３は、匿名性を保つために、一部の情報を改変しています。

成約事例のご紹介

個人Ａ× 法人Ｂ譲渡側 譲受側

譲渡側の概要 地域で評判の人気うどん店。経営者は後継者を探していたところ、店舗が入居す
るビルの建替えが決まったことで、立ち退きを迫られていた。

譲受側の概要 複数の飲食店を運営する企業。事業の多角化のため、ランチタイムに強いジャン
ルの飲食店の譲り受けを希望していた。

成約後の状況
譲渡側の店舗を移転し、店名は変えずに新装開
店。譲渡側の経営者は、移転後の店舗で店長と
して勤務し、自身の持つ技術を伝えている。

事例 1

法人Ｃ× 法人Ｄ譲渡側 譲受側

譲渡側の概要 地域で唯一のガソリンスタンド。経営者は体調不良のため、廃業を考えていたが、
地域住民から事業の継続を要望されていた。

譲受側の概要 自動車関連の事業も展開するガソリンスタンド。商圏拡大のため、他県のガソリ
ンスタンドの譲り受けを希望していた。

成約後の状況

譲渡側の経営者から経営を引継ぎ後も従業員
は雇用継続となり、新事業の宅配サービスを始
めるなど、地域になくてはならないガソリンスタ
ンドとして、事業を展開している。

事例 2

個人Ｅ× 継ぐスタ希望者Ｆ譲渡側 譲受側

譲渡側の概要 豊富なワインの品揃えが自慢の酒屋。夫婦二人で経営してきたが、経営者が高齢
になり、引退を検討していた。

譲受側の概要 商社でワイン販売に長年従事してきた一般個人。自身もワイン好きであり、ワイン
に関わる事業での独立を目指していた。

成約後の状況
譲渡側の経営者から経営を引継ぎ後、店舗の
内装を変更し、新たな商品の取扱を開始するな
ど、さらなる事業の成長に取り組んでいる。

事例 3

ブランド

技術

ブランド

技術
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06

事業承継マッチング支援Ｑ＆Ａ（よくあるご質問）

日本公庫は、お客さまとお相手のご希望が合致すると考えられる場合にのみ、お相手をご紹介しますので、必ずしもお相手
をご紹介できるとは限りません。

マッチングの相手（候補）は必ず紹介してもらえますか。Ｑ1
Ａ

お客さまの希望条件に合うお相手の登録があれば、すぐにご紹介できる可能性もございますが、ご紹介までに数ヵ月ある
いは年単位の期間を要することもございます。

マッチングの相手（候補）を紹介してもらうまでに、どれくらいの日数がかかりますか。Ｑ2
Ａ

ご利用いただけます。ただし、他社のサービスでは、併用を禁止している場合がありますので、その場合は本サービスを終了
させていただく可能性がございます。

日本公庫以外の後継者探しサービスやM&Aサービスと併用できますか。Ｑ3
Ａ

赤字や債務超過の方でもご利用いただけます。ただし、赤字や債務超過の程度によっては、マッチングのお相手が見つかり
にくくなる可能性があることをご承知おきください。

直近の決算では赤字ですが、事業を譲渡するために、本サービスを利用できますか。Ｑ5
Ａ

事業の譲受に必要な資金の融資をお申込みいただくことは可能です。ただし、審査の結果、お客さまのご希望に沿えないこと
がございます。

本サービスを利用して、事業を譲受することになった場合、
事業の譲受に必要な資金を、日本公庫から借入することはできますか。Ｑ7
Ａ

必須ではありません。お客さまのご希望に応じて、ノンネーム（匿名）による掲載のほか、オープンネーム（実名）での掲載も
可能です。

「事業承継マッチング支援」ページ（日本公庫ホームページ）を見ると、
実名掲載されている企業がありますが、実名掲載は必須ですか。Ｑ10
Ａ

ご記入いただく内容は、マッチング候補先を選定するための情報であるため、可能な限り具体的・詳細にご記入いただくほう
が、マッチングの可能性が高くなります。
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Ａ

譲受希望のお申込がお済みでない方は、まずは本サービスにお申込みください。お申込時に交渉希望先をご指定いただく
ことで、専門担当者がお客さまのご希望をお相手にお伝えします。既にお申込済みの方は、「事業承継マッチング支援」ペー
ジ内からお問い合わせください。
なお、事業の譲渡に関するお相手のご希望に合致しない等の理由により、ご紹介できない場合もございます。
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Ａ

「事業承継マッチング支援」ページ（日本公庫ホームページ）で、譲渡価格の算出が可能です。ただし、簡易的に算出された
参考値であり、実際の譲渡価格を保証するものではありません。精緻な算出をご希望の場合は、税理士等の専門家にご相
談ください。
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Ａ

日本公庫はお相手の紹介や情報の提供のみを行い、仲介行為は行いません。事業の譲渡・譲受に向けた交渉等（双方の事
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事業の譲渡・譲受に関する交渉や契約手続等に対する支援が必要な場合は、税理士や弁護士等の専門家にご依頼ください。
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Ａ

05
※事例１～３は、匿名性を保つために、一部の情報を改変しています。

成約事例のご紹介

個人Ａ× 法人Ｂ譲渡側 譲受側

譲渡側の概要 地域で評判の人気うどん店。経営者は後継者を探していたところ、店舗が入居す
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事例 1
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ンスタンドの譲り受けを希望していた。

成約後の状況

譲渡側の経営者から経営を引継ぎ後も従業員
は雇用継続となり、新事業の宅配サービスを始
めるなど、地域になくてはならないガソリンスタ
ンドとして、事業を展開している。

事例 2

個人Ｅ× 継ぐスタ希望者Ｆ譲渡側 譲受側

譲渡側の概要 豊富なワインの品揃えが自慢の酒屋。夫婦二人で経営してきたが、経営者が高齢
になり、引退を検討していた。

譲受側の概要 商社でワイン販売に長年従事してきた一般個人。自身もワイン好きであり、ワイン
に関わる事業での独立を目指していた。

成約後の状況
譲渡側の経営者から経営を引継ぎ後、店舗の
内装を変更し、新たな商品の取扱を開始するな
ど、さらなる事業の成長に取り組んでいる。

事例 3

ブランド

技術

ブランド

技術
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本誌に掲載されているコンテンツの無断転載・転用はお断りします。（2024年4月）

最寄りの店舗

「事業承継マッチング支援」ページ
（日本公庫ホームページ）のご案内

日本公庫は、「事業承継マッチング支援」ページに
おいて、本サービスに関する情報を発信しています。
また、同ページ内の「実名掲載の譲渡希望案件」や
「探す」ページでは、本サービスをご利用いただいて
いる譲渡希望の方の情報を公開しています（情報
公開を希望されない方を除きます。）。譲受希望の方
は、「実名掲載の譲渡希望案件」や「探す」ページに
掲載されている譲渡希望の方の中から、ご自身で
マッチングの候補となるお相手を探し、その方の紹
介を日本公庫にご依頼いただくことも可能です。

日本公庫　事業承継マッチング 検 索
「事業承継マッチング支援」ページ こちらの

二次元コードからも
ご覧いただけます。

「探す」ページに掲載
されている譲渡希望
の方のイメージ画像

「事業を譲り渡したい」、「事業を譲り受けたい」とお考えの皆さまへ

機能訓練に強みがあるデイサービス

企業情報

譲渡理由

希望条件

福祉 ｜ 石川県 ｜ 法人 ｜ 掲載ＩＤ 00-0-00
    掲載開始日 ： 2024年○○月○○日  

業歴 20年～29年

正社員数 5人～9人

売上高 5千万円～1億円

経常利益 1百万円～3百万円

純資産
※法人企業のみ

0～5百万円

借入金額
※法人企業のみ

1千万円～5千万円

後継者不在

引継ぎ協力

引継ぎ協力可能。引継ぎ後は引退を希望

譲渡金額 1,000万円

譲渡スキーム 株式譲渡

主な譲渡対象資産 株式

交渉対象 事業者または継ぐスタ

その他 従業員の継続雇用を希望

事業内容

機能訓練に特化した1日型デイサービス
ベッド上で痛み緩和マッサージや日常生活動作訓練に加えて入浴時の機能訓練も実施
職員のサポートのもと平行棒を使った運動や専用マシーンを自由に使える環境あり
現在の利用者は30名以上

商品・サービスの特徴

介護士のほか看護師も在籍。在宅での生活を自立して送るための必要な指導とアドバイスを提供
リハビリメニューは、バランス訓練や筋力増強運動、機械を使用したリハビリ等、多くのメニューを扱う
季節ごとに各種イベントを実施し、利用者からも好評
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このメニューには、選択された食材を使用していません。

このメニューには、選択された食材を使用しています。

このメニューには、選択された食材が混入することがあります。

このメニューは、選択された食材を除去して提供することができます。

残念ながら当店では、選択された食材を除いた食事の提供はできません。

食べられないものにしるしをつけてください。

食物アレルギーをお持ちの方は、このシートをご利用ください。食物アレルギーをお持ちの方は、このシートをご利用ください。

乳卵（鶏卵） 落花生（ピーナッツ） そば小麦 くるみ

やまいも

オレンジ キウイフルーツ バナナ もも りんごゼラチン

まつたけ大豆 ごま カシューナッツアーモンド

エビ カニ

いかあわび

さばさけいくら

魚介類

牛肉

豚肉 鶏肉

肉類

Please use this sheet if you have any food allergies.Please use this sheet if you have any food allergies.

Please check  the foods you are allergic to.

We are sorry, but we are unable to offer meals that do not contain the ingredients you have indicated.

This menu item can be prepared by omitting the ingredients you have indicated.

This menu item may sometimes contain ingredients you have indicated.

This menu item contains ingredients you have indicated.

This menu item does not contain any of the ingredients you have indicated.

beef

pork chicken

meats seafood

squid/cuttlefishabalone

mackerelsalmonsalmon roe

wheatcrabshrimp/prawn peanutegg (chicken egg) milk buckwheat walnut

almond cashew nutsesamesoybean matsutake mushroom

orange kiwi fruit banana peach apple

yamaimo yam

gelatin

このメニューには、選択された食材を使用していません。

このメニューには、選択された食材を使用しています。

このメニューには、選択された食材が混入することがあります。

このメニューは、選択された食材を除去して提供することができます。

残念ながら当店では、選択された食材を除いた食事の提供はできません。

食べられないものにしるしをつけてください。

食物アレルギーをお持ちの方は、このシートをご利用ください。食物アレルギーをお持ちの方は、このシートをご利用ください。
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肉類

Please use this sheet if you have any food allergies.Please use this sheet if you have any food allergies.

Please check  the foods you are allergic to.

We are sorry, but we are unable to offer meals that do not contain the ingredients you have indicated.

This menu item can be prepared by omitting the ingredients you have indicated.

This menu item may sometimes contain ingredients you have indicated.

This menu item contains ingredients you have indicated.

This menu item does not contain any of the ingredients you have indicated.
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